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(57)【要約】
【課題】アクティブマトリクス型の液晶表示装置に代表
される電気光学装置において、逆スタガ型の薄膜トラン
ジスタを有する画素部及び端子部を作製する工程数を削
減して、具体的にはフォトリソグラフィー工程で使用す
るフォトマスクの枚数を削減して、電気光学装置の生産
性、歩留まりを向上させ、製造コストの低減を実現する
ことを課題とする。
【解決手段】上記課題を鑑み、透光性基板に透過部と光
強度を低減する機能を有する中間透過部と遮光部が設け
られたフォトマスク（多階調フォトマスク）を採用する
。さらには、画素部のソース電極及びドレイン電極と端
子部に延在するソース配線のパターニングにエッチング
工程を必要としないリフトオフ方法を採用する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透光性を有する基板上にゲート電極を形成し、
　前記基板及び前記ゲート電極上にゲート絶縁膜を成膜し、
　前記ゲート絶縁膜上に第１の半導体膜を成膜し、
　前記第１の半導体膜上に一導電型の不純物元素を含有する第２の半導体膜を成膜し、
　前記第２の半導体膜上に、多階調フォトマスクを用いて第１のフォトレジストパターン
を形成し、
　前記第１のフォトレジストパターンをマスクとして前記第１の半導体膜及び前記第２の
半導体膜のエッチングを行い、
　前記第１のフォトレジストパターンを加工して第２のフォトレジストパターンを形成し
、
　前記ゲート絶縁膜、前記第２の半導体膜、及び前記第２のフォトレジストパターン上に
導電膜を成膜し、
　前記第２のフォトレジストパターン上に成膜された前記導電膜を前記第２のフォトレジ
ストパターンと同時に除去することによってソース電極及びドレイン電極を形成すること
を特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項２】
　請求項１において、前記ソース電極及び前記ドレイン電極は複数の導電膜を有する積層
構造であることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項３】
　透光性を有する基板上に画素部のゲート電極及び端子部に延在するゲート配線を同一の
材料で形成し、
　前記基板、前記ゲート電極、及び前記ゲート配線上にゲート絶縁膜を成膜し、
　前記ゲート絶縁膜上に第１の半導体膜を成膜し、
　前記第１の半導体膜上に一導電型の不純物元素を含有する第２の半導体膜を成膜し、
　前記第２の半導体膜上に、多階調フォトマスクを用いて第１のフォトレジストパターン
を形成し、
　前記第１のフォトレジストパターンをマスクとして前記第１の半導体膜及び前記第２の
半導体膜のエッチングを行い、
　前記第１のフォトレジストパターンを加工して第２のフォトレジストパターンを形成し
、
　前記ゲート絶縁膜、前記第２の半導体膜、及び前記第２のフォトレジストパターン上に
導電膜を成膜し、
　前記第２のフォトレジストパターン上に成膜された前記導電膜を前記第２のフォトレジ
ストパターンと同時に除去することによって前記画素部のソース電極及びドレイン電極と
、前記端子部に延在するソース配線と、を形成することを特徴とする半導体装置の作製方
法。
【請求項４】
　透光性を有する基板上に第１の導電膜を成膜し、
　前記第１の導電膜上に、第１のフォトマスクを用いて第１のフォトレジストパターンを
形成し、
　前記第１のフォトレジストパターンをマスクとして前記第１の導電膜のエッチングを行
い、画素部のゲート電極及び端子部に延在するゲート配線を形成し、
　前記基板及び前記第１の導電膜上にゲート絶縁膜を成膜し、
　前記ゲート絶縁膜上に第１の半導体膜を成膜し、
　前記第１の半導体膜上に一導電型の不純物元素を含有する第２の半導体膜を成膜し、
　前記第２の半導体膜上に、多階調フォトマスクである第２のフォトマスクを用いて第２
のフォトレジストパターンを形成し、
　前記第２のフォトレジストパターンをマスクとして前記第１の半導体膜及び前記第２の
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半導体膜のエッチングを行い、
　前記第２のフォトレジストパターンを加工して第３のフォトレジストパターンを形成し
、
　前記ゲート絶縁膜、前記第２の半導体膜、及び前記第３のフォトレジストパターン上に
第２の導電膜を成膜し、
　前記第３のフォトレジストパターン上に成膜された前記第２の導電膜を前記第３のフォ
トレジストパターンと同時に除去することによって前記画素部のソース電極及びドレイン
電極と、前記端子部に延在するソース配線と、を形成し、
　前記第２の導電膜をマスクとして前記第１の半導体膜及び前記第２の半導体膜のエッチ
ングを行い、
　前記第１の導電膜及び前記第２の導電膜をフォトマスクとした裏面露光により、第４の
フォトレジストパターンを形成し、
　前記第４のフォトレジストパターンをマスクとして前記第１の半導体膜のエッチングを
行い、
　前記ゲート絶縁膜、前記第１の半導体膜、及び前記第２の導電膜上に絶縁膜を成膜し、
　前記絶縁膜上に、第３のフォトマスクを用いて第５のフォトレジストパターンを形成し
、
　前記第５のフォトレジストパターンをマスクとして前記絶縁膜のエッチングを行い、前
記絶縁膜に開口部を形成し、
　前記第１の導電膜、前記第２の導電膜、及び前記絶縁膜上に透明導電膜を成膜し、
　前記透明導電膜上に、第４のフォトマスクを用いて第６のフォトレジストパターンを形
成し、
　前記第６のフォトレジストパターンをマスクとして前記透明導電膜のエッチングを行う
ことを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項５】
　請求項３又は４において、前記ソース電極、前記ドレイン電極、及び前記ソース配線は
複数の導電膜を有する積層構造であることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一において、前記第１の半導体膜及び前記第２の半導体膜は
非晶質半導体膜であることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項７】
　請求項１乃至５のいずれか一において、前記第１の半導体膜は微結晶半導体膜及び非晶
質半導体膜を有する積層構造であることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか一において、前記加工はプラズマアッシングであることを特
徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれか一において、前記多階調フォトマスクはハーフトーンフォト
マスク又はグレートーンフォトマスクであることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薄膜トランジスタ（以下、ＴＦＴという）で構成された回路を有する半導体
装置の作製方法に関する。例えば、液晶や自発光素子を用いた表示装置に代表される電気
光学装置の作製方法に関する。
【０００２】
　なお、本明細書中において半導体装置とは、半導体特性を利用することで機能しうる装
置全般を指し、電気光学装置、半導体回路及び電子機器は全て半導体装置である。
【背景技術】
【０００３】
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　近年、絶縁表面を有する基板上に形成された半導体薄膜（厚さ数ｎｍ～数百ｎｍ程度）
を用いてＴＦＴを形成する技術が普及している。ＴＦＴは、ＩＣや電気光学装置のような
電子デバイスに応用され、特に画像を表示する電気光学装置のスイッチング素子として広
く応用されている。
【０００４】
　画像を表示する電気光学装置として、薄型テレビ、パーソナルコンピュータ、携帯電話
等のディスプレイに広く利用されている液晶表示装置が知られている。液晶表示装置では
パッシブマトリクス型に比べ高精細な画像が得られるアクティブマトリクス型が多く用い
られるようになっている。アクティブマトリクス型の液晶表示装置においては、表示領域
である画素部や、他の基板に設けられた回路の配線と電気的に接続するために基板の端部
に作製される端子部などから構成され、ゲート配線とソース配線とがマトリクス状に延在
し、そのマトリクスの中に配置された画素電極をＴＦＴによって制御することで、画像が
表示される。詳しくは、選択された画素電極とその画素電極に対応する対向電極との間に
電圧が印加されることによって、画素電極と対向電極との間に配置された液晶層の光学変
調が行われ、この光学変調が表示パターンとして観察者に認識されるというものである。
【０００５】
　このようなアクティブマトリクス型の液晶表示装置を代表とする電気光学装置の用途は
広がっており、画面サイズの大面積化とともに高精細化、高開口率化や高信頼性の要求が
高まっている。また、それらと同時に生産性の向上や低コスト化の要求も高まっている。
【０００６】
　従来では、３００℃以下の低温で大面積の基板上に形成可能であることから非晶質半導
体膜として非晶質シリコン膜が好適に用いられている。また、非晶質半導体膜で形成され
たチャネル形成領域を有する逆スタガ型（若しくはボトムゲート型）のＴＦＴが多く用い
られており、その標準的な作製方法は確立されている。例えば、特開平９ー１７１１９７
には、基板上に５枚のフォトマスク（５次写真工程）を用いてＴＦＴ部と端子部（パッド
部）を形成する方法が開示されている。
【特許文献１】特開平９ー１７１１９７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従来、アクティブマトリクス型の液晶表示装置を代表とする電気光学装置は、写真蝕刻
（フォトリソグラフィー）技術により、最低でも５枚以上のフォトマスクを使用してＴＦ
Ｔを有する画素部と端子部を基板上に作製していたため製造コストが高かった。生産性を
向上させ歩留まりを向上させるためには、工程数を削減することが有効な手段として考え
られる。
【０００８】
　具体的には、ＴＦＴを有する画素部と端子部の製造に要するフォトマスクの枚数を削減
することが必要である。フォトマスクとは、フォトリソグラフィーの技術において、基板
上に成膜された薄膜をエッチング等によって所望の形状に加工する際にマスクとして機能
するフォトレジストパターンを形成するために用いる。なお、基板上に成膜された薄膜を
所望の形状に加工することをパターニングと呼ぶ。
【０００９】
　このフォトマスクを１枚使用することによって、レジスト形成、プリベーク、フォトマ
スクを用いた露光、現像、ポストベーク等の工程と、その前後の工程において、被膜の成
膜及びエッチング等の工程、さらにレジスト剥離、洗浄、乾燥工程や検査工程等の製造工
程が付加され、非常に煩雑なものとなっていた。従来の５枚以上のフォトマスクを使用す
ることはこれらの工程を５回以上繰り返すことになるから、ＴＦＴを有する画素部と端子
部の生産性、歩留まりに大きな影響を及ぼしている。ＴＦＴを有する画素部と端子部の生
産性、歩留まりを向上させ、製造コストを低減するために、フォトマスクを削減すること
は大きな課題である。
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【００１０】
　本発明はこのような問題に答えるものであり、アクティブマトリクス型の液晶表示装置
に代表される電気光学装置において、ＴＦＴを有する画素部と端子部を作製する工程数を
削減して、具体的にはフォトリソグラフィー工程で使用するフォトマスクの枚数を削減し
て、ＴＦＴを有する画素部と端子部の生産性、歩留まりを向上させ、製造コストの低減を
実現することを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するために、本発明は、逆スタガ型のＴＦＴ構造を採用し、透光性基板
に透過部と光強度を低減する機能を有する中間透過部と遮光部が設けられたフォトマスク
（多階調フォトマスク）によって第１のフォトレジストパターンを形成し、第１のフォト
レジストパターンをマスクとして第１の半導体膜及び一導電型の不純物元素を含有する第
２の半導体膜のエッチングを行い、第１のフォトレジストパターンを加工して第２のフォ
トレジストパターンを形成し、全面に導電膜を成膜し、第２のフォトレジストパターンと
第２のフォトレジストパターン上に成膜された導電膜を同時に除去することで、画素部の
ソース電極及びドレイン電極と端子部に延在するソース配線を形成することを特徴とする
。
【００１２】
　また、本発明においては、画素部のソース電極及びドレイン電極と端子部に延在するソ
ース配線を同一の材料かつ同一の工程によって形成する。
【００１３】
　なお、本発明においては、第１の半導体膜および第２の半導体膜に非晶質半導体膜を適
用することも出来るし、第１の半導体膜に微結晶半導体膜と非晶質半導体膜の積層を適用
することも出来る。
【００１４】
　本発明は、透光性を有する基板上の全面に第１の導電膜を成膜し、透光性基板に透過部
と遮光部が設けられた第１のフォトマスクによって第１のフォトレジストパターンを形成
し、第１のフォトレジストパターンをマスクとして第１の導電膜のエッチングを行い、画
素部のゲート電極と端子部に延在するゲート配線を形成し、ゲート絶縁膜として機能する
絶縁膜、第１の半導体膜、及び一導電型の不純物元素を含有する第２の半導体膜を順次に
成膜し、透光性基板に透過部と光強度を低減する機能を有する中間透過部と遮光部が設け
られた第２のフォトマスク（多階調フォトマスク）によって第２のフォトレジストパター
ンを形成し、第２のフォトレジストパターンをマスクとして第１の半導体膜及び一導電型
の不純物元素を含有する第２の半導体膜のエッチングを行い、第２のフォトレジストパタ
ーンを加工して第３のフォトレジストパターンを形成し、基板全面に第２の導電膜を成膜
し、第３のフォトレジストパターンと第３のフォトレジストパターン上に成膜された第２
の導電膜を同時に除去することで、画素部のソース電極及びドレイン電極と端子部に延在
するソース配線を形成し、第２の導電膜からなる画素部のソース電極及びドレイン電極と
端子部に延在するソース配線とをマスクとして第１の半導体膜及び一導電型の不純物元素
を含有する第２の半導体膜のエッチングを行い、第１の導電膜からなる画素部のゲート電
極と端子部に延在するゲート配線、第２の導電膜からなる画素部のソース電極及びドレイ
ン電極と端子部に延在するソース配線を遮光部として利用すること（裏面露光）によって
第４のフォトレジストパターンを形成し、第４のフォトレジストパターンをマスクとして
第１の半導体膜のエッチングを行い、パッシベーション膜として機能する絶縁膜を成膜し
、透光性基板に透過部と遮光部が設けられた第３のフォトマスクによって第５のフォトレ
ジストパターンを形成し、第５のフォトレジストパターンを用いて電気的接触を実現する
開口部を形成し、全面に透明導電膜を成膜し、透光性基板に透過部と遮光部が設けられた
第４のフォトマスクによって第６のフォトレジストパターンを形成し、第６のフォトレジ
ストパターンをマスクとして透明導電膜のエッチングを行い、画素部の画素電極と端子部
の電極を形成することを特徴とする。
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【００１５】
　また、本発明においては、画素部のゲート電極と端子部に延在するゲート配線を同一の
材料かつ同一の工程によって形成し、画素部のソース電極及びドレイン電極と端子部に延
在するソース配線を同一の材料かつ同一の工程によって形成する。
【００１６】
　なお、本発明においては、第１の半導体膜および第２の半導体膜に非晶質半導体膜を適
用することも出来るし、第１の半導体膜に微結晶半導体膜と非晶質半導体膜の積層を適用
することも出来る。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明により、アクティブマトリクス型の液晶表示装置に代表される電気光学装置にお
いて、逆スタガ型のＴＦＴを有する画素部と端子部を４枚のフォトマスクで作製すること
ができ、従来必要であったフォトマスクの枚数（最低５枚以上）より１枚削減することが
できる。１枚のフォトマスクの削減により、電気光学装置の生産性、歩留まりを向上させ
、製造コストの低減を実現することができる。
【００１８】
　より具体的には、本発明により、逆スタガ型のＴＦＴを有する画素部のソース電極及び
ドレイン電極と端子部に延在するソース配線のパターニング用のフォトマスクを削減する
ことができ、画素部のソース電極及びドレイン電極と端子部に延在するソース配線のパタ
ーニングのためのエッチング工程も省略することができるため、電気光学装置の生産性、
歩留まりを向上させ、製造コストの低減を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
【００２０】
（実施の形態１）
　本発明の実施の形態について、図１～図１２を用いて説明する。本実施の形態では基板
１００上に、チャネル形成領域に非晶質半導体膜を適用したＴＦＴを逆スタガ型で作製す
る方法について工程に従って詳細に説明する。また、それと同時に、他の基板に設けられ
た回路の配線と電気的に接続するために、基板１００の端部に作製される端子部の作製工
程を示す。図１は本実施の形態によって作製される半導体装置の上面図であり、図２～図
１２は図１のＡ－Ｂ、Ｂ－Ｃ及びＤ－Ｅ断面を示しており、Ａ―Ｂ断面は画素部、Ｂ－Ｃ
及びＤ－Ｅ断面は端子部にそれぞれ該当する。なお、図１においては、一本のソース線及
び一本のゲート線が延在した端子部の構成が示されているが、実際の液晶や自発光素子を
用いた表示装置では複数の画素がマトリクス状に存在しており、それに対応して複数のソ
ース線及びゲート線が存在していることはいうまでもない。
【００２１】
　なお、本発明は多くの異なる態様で実施することが可能であり、本発明の趣旨及びその
趣旨から逸脱することなくその形態及び詳細を様々に変更しうることは当業者であれば容
易に理解できる。従って、本発明は本実施の形態の記載内容に限定して解釈されるもので
はない。
【００２２】
　まず、図２（Ａ）において、透光性を有する基板１００を用意する。基板１００にはコ
ーニング社の♯７０５９ガラスや♯１７３７ガラス等に代表されるバリウムホウケイ酸ガ
ラスやアルミノホウケイ酸ガラス等のガラス基板を用いることができる。その他に、石英
基板、プラスチック基板等の透光性基板を使用することもできる。基板１００がマザーガ
ラスの場合には、基板の大きさとして、第１世代（３２０ｍｍ×４００ｍｍ）、第２世代
（４００ｍｍ×５００ｍｍ）、第３世代（５５０ｍｍ×６５０ｍｍ）、第４世代（６８０
ｍｍ×８８０ｍｍ、または７３０ｍｍ×９２０ｍｍ）、第５世代（１０００ｍｍ×１２０
０ｍｍ、または１１００ｍｍ×１２５０ｍｍ）、第６世代（１５００ｍｍ×１８００ｍｍ
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）、第７世代（１９００ｍｍ×２２００ｍｍ）、第８世代（２１６０ｍｍ×２４６０ｍｍ
）、第９世代（２４００ｍｍ×２８００ｍｍ、２４５０ｍｍ×３０５０ｍｍ）、第１０世
代（２９５０ｍｍ×３４００ｍｍ）等のものを用いればよい。
【００２３】
　次いで、画素部のゲート電極と端子部に延在するゲート配線を構成する導電膜１０１を
基板１００の上の全面に成膜した後、レジスト１０２を形成する。
【００２４】
　そして、透光性の基板１０３に透過部とクロム（Ｃｒ）等の金属膜から成る遮光部１０
４が設けられた第１のフォトマスク１０５を用いて、フォトリソグラフィー工程を行う。
図２（Ａ）に示される矢印は照射される露光の光をイメージしており、露光の光は第１の
フォトマスク１０５を通過した後、レジスト１０２に照射される。露光及び現像工程を経
て、フォトレジストパターン１０６を形成し（図２（Ｂ）参照）、エッチングにより導電
膜１０１の不要な部分を除去することでパターニングを行い（図３（Ａ）参照）、フォト
レジストパターン１０６を剥離することによって画素部のゲート電極１５７と端子部に延
在するゲート配線１０７を形成する（図３（Ｂ）参照）。画素部のゲート電極と端子部に
延在するゲート配線は同一の材料から形成されている。
【００２５】
　画素部のゲート電極１５７と端子部に延在するゲート配線１０７はアルミニウム（Ａｌ
）や銅（Ｃｕ）等の低抵抗導電性材料で形成することが望ましいが、単体では耐熱性が劣
り、ヒロック等の問題を生じやすく、また腐蝕しやすい、剥離しやすい（基板との密着性
）等の問題点があるので耐熱性導電性材料と組み合わせて形成する。また、低抵抗導電性
材料としてＡｇＰｄＣｕ合金を用いても良い。耐熱性導電性材料としては、チタン（Ｔｉ
）、タンタル（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）、モリブデン（Ｍｏ）、クロム（Ｃｒ）、ネ
オジム（Ｎｄ）から選ばれた元素、または前記元素を成分とする合金か、前記元素を組み
合わせた合金膜、または前記元素を成分とする窒化物で形成する。例えば、チタン（Ｔｉ
）と銅（Ｃｕ）の積層、窒化タンタルと銅（Ｃｕ）との積層が挙げられる。また、チタン
（Ｔｉ）、シリコン（Ｓｉ）、クロム（Ｃｒ）、ネオジム（Ｎｄ）等の耐熱性導電性材料
と組み合わせて形成した場合、平坦性が向上するため好ましい。また、このような耐熱性
導電性材料のみ、例えばモリブデン（Ｍｏ）とタングステン（Ｗ）を組み合わせて形成し
ても良い。
【００２６】
　液晶表示装置を実現するためには、画素部のゲート電極１５７と端子部に延在するゲー
ト配線１０７は耐熱性導電性材料と低抵抗導電性材料とを組み合わせて形成することが望
ましい。この時の適した組み合わせを説明する。
【００２７】
　画面サイズが５型程度までなら耐熱性導電性材料の窒化物から成る導電膜（Ａ）と耐熱
性導電性材料からなる導電膜（Ｂ）とを積層した二層構造とする。導電膜（Ｂ）は、タン
タル（Ｔａ）、チタン（Ｔｉ）、タングステン（Ｗ）、ネオジム（Ｎｄ）、クロム（Ｃｒ
）から選ばれた元素、または前記元素を成分とする合金か、前記元素を組み合わせた合金
膜で形成すれば良く、導電膜（Ａ）は窒化タンタル膜、窒化タングステン膜、窒化チタン
膜等で形成する。導電膜（Ａ）は１０～１００ｎｍ（好ましくは２０～５０ｎｍ）とし、
導電膜（Ｂ）は２００～４００ｎｍ（好ましくは２５０～３５０ｎｍ）とする。
【００２８】
　一方、大画面に適用するには耐熱性導電性材料から成る導電膜（Ａ）と低抵抗導電性材
料から成る導電膜（Ｂ）と耐熱性導電性材料から成る導電膜（Ｃ）とを積層した三層構造
とすることが好ましい。低抵抗導電性材料から成る導電膜（Ｂ）は、アルミニウム（Ａｌ
）を成分とする材料で形成し、純アルミニウム（Ａｌ）の他に、０．０１～５ａｔｏｍｉ
ｃ％のスカンジウム（Ｓｃ）、チタン（Ｔｉ）、ネオジム（Ｎｄ）、シリコン（Ｓｉ）等
を含有するアルミニウム（Ａｌ）を使用する。導電膜（Ｃ）は導電膜（Ｂ）のアルミニウ
ム（Ａｌ）にヒロックが発生するのを防ぐ効果がある。導電膜（Ａ）は１０～１００ｎｍ
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（好ましくは２０～５０ｎｍ）とし、導電膜（Ｂ）は２００～４００ｎｍ（好ましくは２
５０～３５０ｎｍ）とし、導電膜（Ｃ）は１０～１００ｎｍ（好ましくは２０～５０ｎｍ
）とする。本実施の形態では、チタン（Ｔｉ）をターゲットとしたスパッタ法により導電
膜（Ａ）をチタン（Ｔｉ）膜で５０ｎｍの厚さに成膜し、アルミニウム（Ａｌ）をターゲ
ットとしたスパッタ法により導電膜（Ｂ）をアルミニウム（Ａｌ）膜で２００ｎｍの厚さ
に成膜し、チタン（Ｔｉ）をターゲットとしたスパッタ法により導電膜（Ｃ）をチタン（
Ｔｉ）膜で５０ｎｍの厚さに成膜する。
【００２９】
　なお、本実施の形態においてレジストにはポジ型レジストを使用する。ポジ型レジスト
とは、露光の光の照射領域が現像液に可溶化するタイプのレジストである。もちろん適用
可能であればネガ型レジストを用いても良い。ネガ型レジストとは、露光の光の照射領域
が現像液に不溶化するタイプのレジストのことである。
【００３０】
　次いで、絶縁膜１０８を全面に成膜する（図３（Ｃ）参照）。絶縁膜１０８はプラズマ
ＣＶＤ法やスパッタ法等の方法を用いて成膜し、膜厚を５０～２００ｎｍとする。この絶
縁膜１０８はゲート絶縁膜として機能する。
【００３１】
　例えば、絶縁膜１０８として窒化シリコン膜を用い、１５０ｎｍの厚さで成膜する。も
ちろん、絶縁膜１０８は窒化シリコン膜に限定されるものではなく、酸化シリコン膜、酸
化窒化シリコン膜、窒化酸化シリコン膜、酸化タンタル膜等の他の絶縁膜を用い、これら
の材料から成る単層または積層構造として成膜しても良い。例えば、窒化シリコン膜の積
層構造や、下層を窒化シリコン膜とし、上層を酸化シリコン膜とする積層構造としても良
い。ここでは、酸化窒化シリコン膜とは、その組成として、窒素よりも酸素の含有量が多
いものであって、濃度範囲として酸素が５５～６５原子％、窒素が１～２０原子％、Ｓｉ
が２５～３５原子％、水素が０．１～１０原子％の範囲で含まれるものをいう。また、窒
化酸化シリコン膜とは、その組成として、酸素よりも窒素の含有量が多いものであって、
濃度範囲として酸素が１５～３０原子％、窒素が２０～３５原子％、シリコン（Ｓｉ）が
２５～３５原子％、水素が１５～２５原子％の範囲で含まれるものをいう。さらには、周
波数が１ＧＨｚのマイクロ波プラズマＣＶＤ装置を用いて絶縁膜１０８を成膜することが
好ましい。マイクロ波プラズマＣＶＤ装置で成膜した酸化窒化シリコン膜、窒化酸化シリ
コン膜等は、耐圧が高く、後に形成されるＴＦＴの信頼性を高めることができる。
【００３２】
　次いで、プラズマＣＶＤ法やスパッタ法等の方法を用いて絶縁膜１０８の上に５０～２
００ｎｍ（好ましくは１００～１５０ｎｍ）の厚さで第１の非晶質半導体膜１０９を成膜
する（図３（Ｃ）参照）。
【００３３】
　代表的には、この第１の非晶質半導体膜には非晶質シリコン（ａ－Ｓｉ）膜を用いるが
、その他には、非晶質シリコンゲルマニウム膜、非晶質シリコンカーバイド等の非晶質構
造を有する化合物半導体膜を適用することも可能である。
【００３４】
　次いで、一導電型の不純物元素を含有する第２の非晶質半導体膜１１０を２０～８０ｎ
ｍの厚さで成膜する。一導電型の不純物元素を含有する第２の非晶質半導体膜１１０は、
プラズマＣＶＤ法やスパッタ法等の方法で全面に成膜する（図３（Ｃ）参照）。
【００３５】
　一導電型の不純物元素を含有する第２の非晶質半導体膜１１０は、ｎ型のＴＦＴを形成
する場合には、代表的な不純物元素としてリン（Ｐ）を添加すれば良い。
【００３６】
　次いで、図４（Ａ）に示すように全面にレジスト１１１を塗布する。
【００３７】
　そして、透光性の基板１１２に透過部と光強度を低減する機能を有する中間透過部１１
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３とＣｒ等の金属膜から成る遮光部１１４が設けられた第２のフォトマスク１１５を用い
て、フォトリソグラフィー工程を行う。図４（Ａ）に示される矢印は照射される露光の光
をイメージしており、露光の光は第２のフォトマスク１１５を通過した後、レジスト１１
１に照射される。露光及び現像工程を経て、フォトレジストパターン１１６を形成する（
図４（Ｂ）参照）。
【００３８】
　第２のフォトマスク１１５は、多階調フォトマスクと呼ばれ、通常のフォトマスクが透
過部と遮光部のみを有するのに対し、それに加えて中間透過部が形成されていることに特
徴がある。つまり、多階調フォトマスクとは露光の光が透過する割合がほぼ１００％とな
る透光性基板上に透過率が１％以上９９％以下となる中間透過部を設け、さらに透過率が
ほぼ０％となる遮光部を設けた構造のフォトマスクを意味する。この中間透過部の形成方
法により、ハーフトーンフォトマスクとグレートーンフォトマスクに分類される。
【００３９】
　ハーフトーンフォトマスクは中間透過部に中間透過膜を形成することで実現する。一方
、グレートーンフォトマスクは透過部に解像度以下のスリットを形成し、そのスリットに
よって露光の光の一部を遮ることで、中間透過部を形成する。このような多階調フォトマ
スクで露光されたレジストは露光部分、半露光部分、未露光部分がそれぞれ形成される。
半露光部分のレジストを現像するとその厚みは露光部分と未露光部分のレジストの間の厚
みになる（図４（Ｂ）参照）。
【００４０】
　次いで、フォトレジストパターン１１６を用いて、第１の非晶質半導体膜１０９と第２
の非晶質半導体膜１１０の不要な部分をエッチングによって除去することでパターニング
を行う（図５（Ａ）参照）。
【００４１】
　次いで、酸素プラズマアッシング等の処理によって、フォトレジストパターン１１６の
膜厚及び幅を薄くするように加工を行い、フォトレジストパターン１１７を形成する（図
５（Ｂ）参照）。
【００４２】
　次いで、全面に金属材料から成る導電膜１１８をスパッタ法や真空蒸着法等の方法を用
いて成膜する。導電膜１１８の材料としては、第２の非晶質半導体膜１１０とオーミック
コンタクトのとれる金属材料であれば特に限定されず、アルミニウム（Ａｌ）、クロム（
Ｃｒ）、タンタル（Ｔａ）、チタン（Ｔｉ）から選ばれた元素、または前記元素を成分と
する合金か、前記元素を組み合わせた合金膜等が挙げられる。本実施の形態ではスパッタ
法を用い、導電膜１１８として、５０～１５０ｎｍの厚さで成膜したチタン（Ｔｉ）膜と
、そのチタン（Ｔｉ）膜上に重ねてアルミニウム（Ａｌ）を３００～４００ｎｍの厚さで
成膜し、さらにその上にチタン（Ｔｉ）膜を１００～１５０ｎｍの厚さで成膜する（図５
（Ｃ）参照）。
【００４３】
　この時、図５（Ｃ）に示すように、フォトレジストパターン１１７上の導電膜１１８と
それ以外の領域上の導電膜１１８とでは、フォトレジストパターン１１７の存在により段
差が生じる。この段差によって、導電膜１１８は分断される。これにより、フォトレジス
トパターン１１７を剥離して除去する際に、フォトレジストパターン１１７上の分断され
た導電膜１１８を、フォトレジストパターン１１７と一体にして同時に除去することがで
きる（リフトオフ法）。結果として、新たなフォトマスクを必要とせず、パターニングの
ためのエッチング工程を行うことなく導電膜１１８のパターニングをすることができ、画
素部のソース電極及びドレイン電極１５９と端子部に延在するソース配線１１９を形成す
ることができる（図６（Ａ）参照）。画素部のソース電極及びドレイン電極と端子部に延
在するソース配線は同一の材料から形成されている。
【００４４】
　なお、フォトレジストパターン１１７上の導電膜１１８とそれ以外の領域上の導電膜１
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１８との段差による分断を確実に行うためには、フォトレジストパターン１１７の膜厚及
び形状と導電膜１１８の膜厚及び形状との関係を十分に考慮する必要がある。フォトレジ
ストパターン１１７については、段差を大きくするために膜厚を厚くした方が好ましく（
数μｍ～数十μｍ）、または導電膜１１８の被覆性を下げるために形状を逆テーパー形状
にしても良い。フォトレジストパターン１１７は、レジスト１１１を第２のフォトマスク
１１５を用いて露光、現像した後、さらに酸素プラズマアッシングして加工した後の形状
であるため、レジスト１１１には十分な膜厚が必要とされる。
【００４５】
　一方、導電膜１１８については、導電膜１１８の被覆性を下げるために膜厚は薄い方が
好ましい。また、本実施の形態のように、導電膜１１８を積層構造で成膜することは、同
じ膜厚を有する導電膜１１８を単層で成膜するよりも好ましい。導電膜１１８を被覆性の
低い薄い膜厚の積層によって成膜するので、導電膜１１８を単層で成膜する場合よりも、
導電膜１１８の被覆性は下がる。さらに、導電膜１１８を構成する第２層目（以下、第２
層目と呼ぶ）を成膜するときには、フォトレジストパターン１１７上には分断された導電
膜１１８を構成する第１層目（以下、第１層目と呼ぶ）が存在している。このため、フォ
トレジストパターン１１７上の分断された第１層目とそれ以外の領域上の分断された第１
層目との段差は、第１層目を成膜する前のフォトレジストパターン１１７の存在による段
差と同じ高さを有することになり、この段差によって第２層目も分断されやすくなってい
る。導電膜１１８の第３層目以降を成膜する場合についても同様のことがいえる。
【００４６】
　次いで、画素部のソース電極及びドレイン電極１５９と端子部に延在するソース配線１
１９をマスクとして、画素部のソース電極及びドレイン電極１５９と端子部に延在するソ
ース配線１１９に覆われていない第２の非晶質半導体膜１１０と第１の非晶質半導体膜１
０９の一部をエッチングによって除去することでパターニングを行う。第１の非晶質半導
体膜１０９のチャネルが形成される部分については、その表層面はエッチングされ膜厚が
薄くなっている（図６（Ｂ）参照）。
【００４７】
　次いで、図６（Ｃ）に示すように全面にレジスト１２０を形成する。そして、すでに基
板１００の上に形成されている画素部のゲート電極と端子部に延在するゲート配線１０７
、画素部のソース電極及びドレイン電極１５９と端子部に延在するソース配線１１９を遮
光部として利用して、基板１００の裏面側（薄膜が形成されていない面側）から露光の光
を照射し、フォトリソグラフィー工程を行う（裏面露光）。図６（Ｃ）に示される矢印は
照射される露光の光をイメージしており、露光の光は基板１００を通過した後、レジスト
１２０に照射される。露光及び現像工程を経て、フォトレジストパターン１２１を形成す
る（図７（Ａ）参照）。
【００４８】
　次いで、フォトレジストパターン１２１を用いて、第１の非晶質半導体膜１０９の不要
な部分をエッチングによって除去することでパターニングを行う（図７（Ｂ）参照）。フ
ォトレジストパターン１２１を剥離することによって図７（Ｃ）に示す状態を得る。
【００４９】
　次いで、プラズマＣＶＤ法やスパッタ法等の方法を用い、絶縁膜１２２を全面に成膜す
る（図８（Ａ）参照）。絶縁膜１２２は窒化シリコン膜、酸化シリコン膜、酸化窒化シリ
コン膜、窒化酸化シリコン等を用い、これらの材料から成る単層または積層構造として成
膜しても良く、パッシベーション膜として機能する。
【００５０】
　次いで、図８（Ｂ）に示すように全面にレジスト１２３を形成する。そして、透光性の
基板１２４に透過部と金属膜から成る遮光部１２５が設けられた第３のフォトマスク１２
６を用いて、フォトリソグラフィー工程を行う。図８（Ｂ）に示される矢印は照射される
露光の光をイメージしており、露光の光は第３のフォトマスク１２６を通過した後、レジ
スト１２３に照射される。露光及び現像工程を経て、フォトレジストパターン１２７を形
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成する（図９（Ａ）参照）。
【００５１】
　次いで、フォトレジストパターン１２７を用いて、後の工程において形成される透明導
電膜との電気的接続を実現するための開口部１２８を形成する（図９（Ｂ）参照）。フォ
トレジストパターン１２７を剥離することによって図９（Ｃ）に示す状態を得る。
【００５２】
　次いで、スパッタリング法や真空蒸着法等の方法を用い、全面に透明導電膜１２９を成
膜する（図１０（Ａ）参照）。透明導電膜１２９の材料として、酸化インジウム（Ｉｎ２

Ｏ３）や酸化インジウム酸化スズ合金（Ｉｎ２Ｏ３－ＳｎＯ２、以下ＩＴＯという）等を
用いる。ＩＴＯのエッチングは残渣が発生しやすいので、エッチング加工性を改善するた
めに酸化インジウム酸化亜鉛合金（Ｉｎ２Ｏ３－ＺｎＯ）を用いても良い。Ｉｎ２Ｏ３－
ＺｎＯは表面平滑性に優れ、ＩＴＯと比較して熱安定性にも優れており、アルミニウム（
Ａｌ）膜との腐蝕反応を防止することもできる。同様に、酸化亜鉛（ＺｎＯ）も適した材
料であり、さらに可視光の透過率や導電率を高めるためにガリウム（Ｇａ）を添加したも
のを用いることもできる。
【００５３】
　次いで、図１０（Ｂ）に示すように全面にレジスト１３０を形成する。そして、透光性
の基板１３１に透過部と金属膜から成る遮光部１３２が設けられた第４のフォトマスク１
３３を用いて、フォトリソグラフィー工程を行う。図１０（Ｂ）に示される矢印は照射さ
れる露光の光をイメージしており、露光の光は第４のフォトマスク１３３を通過した後、
レジスト１３０に照射される。露光及び現像工程を経て、フォトレジストパターン１３４
を形成する（図１１（Ａ）参照）。
【００５４】
　次いで、フォトレジストパターン１３４を用いて、透明導電膜１２９の不要な部分をエ
ッチングによって除去することでパターニングを行う（図１１（Ｂ）参照）。フォトレジ
ストパターン１３４を剥離することによって、図１１（Ｃ）に示す状態を得る。透明導電
膜１２９は、画素部においては画素電極として機能し、端子部においては他の基板に設け
られた回路の配線と電気的に接続するための電極として機能する。
【００５５】
　このように、本実施の形態では４枚のフォトマスクを使用して、逆スタガ型のＴＦＴを
有する画素部１３５と端子部１３６を完成させることができる。そして、これらを個々の
画素に対応してマトリクス状に配置して画素部を構成することによりアクティブマトリク
ス型の電気光学装置を作製するための一方の基板（以下ＴＦＴ基板という）とすることが
できる。
【００５６】
　次いで、図１２に示すように、画素部にのみポリイミド樹脂等から成る配向膜１３７を
選択的に形成する。配向膜１３７を選択的に形成する方法としては、スクリーン印刷法を
用いても良いし、フォトレジストパターンを形成するフォトリソグラフィー工程を用いて
も良い。そして、配向膜１３７にラビング処理を施して、後の工程において設けられる液
晶分子がある一定のプレチルト角を持って配向するようにする。
【００５７】
　次いで、ＴＦＴ基板と、対向電極１３９と配向膜１４０とが設けられた対向基板１３８
とをスペーサ（図示しない）で基板間隔を保持しながらシール材（図示しない）により貼
り合わせた後、ＴＦＴ基板と対向基板との間に液晶１４１を注入し、注入口（図示しない
）は樹脂材料で封止する。液晶１４１を設ける方法としては、上述のような注入方法でも
構わないし、ＴＦＴ基板と対向基板とを貼り合わせる前に液晶を滴下する滴下方法を用い
ても良い。
【００５８】
　次いで、端子部にフレキシブルプリント基板（ＦＰＣ）を接続する。ＦＰＣはポリイミ
ド等の有機樹脂フィルム１４２に銅配線１４３が形成されていて、異方性導電性接着剤１
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４６によって端子部を覆う透明導電膜１２９と接続する。異方性導電性接着剤１４６は接
着剤１４４と導電性粒子１４５から構成される。導電性粒子１４５は金等のメッキが施さ
れた数十μｍ～数百μｍ径の導電性表面を有する粒子であり、この導電性粒子１４５が端
子部を覆う透明導電膜と銅配線１４３とに接触することにより電気的な接続が実現される
。さらに、この部分の機械的強度を高めるために樹脂層１４７を設ける。なお、図１２で
新たに示される構成要素については、図１では図示していない。
【００５９】
　以上の従来よりもフォトマスクの使用枚数を削減した工程を経て、アクティブマトリク
ス型の液晶表示装置を代表とする電気光学装置を完成させることができる。
【００６０】
　なお、本実施の形態においては、電気光学装置の代表の一つとして液晶表示装置につい
て説明を行ったが、有機ＥＬ表示装置のような自発光表示装置にも適用できることはいう
までもない。
【００６１】
（実施の形態２）
　本実施の形態では、ＴＦＴのチャネル形成領域として機能する薄膜に微結晶半導体膜を
用いる例について図１３を用いて説明する。なお、図１３では、図１のＡ―Ｂ断面に対応
する画素部についてのみ図示している。
【００６２】
　まず、実施の形態１に従って、基板２００の上に第１のフォトマスクを用いて画素部の
ゲート電極２０１と端子部に延在するゲート配線を形成する。続いて、全面に絶縁膜２０
２を成膜する。
【００６３】
　次いで、絶縁膜２０２上に微結晶半導体膜２０３、第１の非晶質半導体膜２０４、一導
電型の不純物元素を含有する第２の非晶質半導体膜２０５を順に成膜する。なお、少なく
とも、絶縁膜２０２、微結晶半導体膜２０３、及び第１の非晶質半導体膜２０４を連続的
に成膜することが好ましい。さらには、絶縁膜２０２、微結晶半導体膜２０３、第１の非
晶質半導体膜２０４、及び一導電型の不純物元素を含有する第２の非晶質半導体膜２０５
を連続的に成膜することが好ましい。少なくとも、絶縁膜２０２、微結晶半導体膜２０３
、及び第１の非晶質半導体膜２０４を大気に触れさせることなく連続成膜することで、大
気成分や大気中に浮遊する汚染不純物元素に汚染されることなく各積層界面を形成するこ
とができるので、ＴＦＴ特性のばらつきを低減することができる。
【００６４】
　この微結晶半導体膜２０３は、非晶質と結晶構造（単結晶、多結晶を含む）の中間的な
構造の半導体を含む膜である。この半導体は、自由エネルギー的に安定な第３の状態を有
する半導体であって、短距離秩序を持ち格子歪みを有する結晶質なものであり、その粒径
を０．５～２０ｎｍとして非単結晶半導体中に分散させて存在せしめることが可能である
。微結晶半導体の代表例である微結晶シリコンは、そのラマンスペクトルが単結晶シリコ
ンを示す５２０．６ｃｍ－１よりも低波数側にシフトしている。即ち、単結晶シリコンを
示す５２０．６ｃｍ－１と非晶質シリコンを示す４８０ｃｍ－１の間に微結晶シリコンの
ラマンスペクトルのピークがある。また、未結合手（ダングリングボンド）を終端するた
め水素またはハロゲンを少なくとも１原子％またはそれ以上含ませている。さらに、ヘリ
ウム（Ｈｅ）、アルゴン（Ａｒ）、クリプトン（Ｋｒ）、ネオン（Ｎｅ）等の希ガス元素
を含ませて格子歪みをさらに助長させることで、安定性が増し良好な微結晶半導体膜２０
３が得られる。このような微結晶半導体膜に関する記述は、例えば、米国特許４，４０９
，１３４号で開示されている。
【００６５】
　また、微結晶半導体膜２０３は、周波数が数十ＭＨｚ～数百ＭＨｚの高周波プラズマＣ
ＶＤ装置、または周波数が１ＧＨｚ以上のマイクロ波プラズマＣＶＤ装置により成膜する
ことができる。代表的には、ＳｉＨ４、Ｓｉ２Ｈ６、ＳｉＨ２Ｃｌ２、ＳｉＨＣｌ３、Ｓ
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ｉＣｌ４、ＳｉＦ４等の水素化シリコン又はハロゲン化シリコンを水素で希釈して成膜す
ることができる。また、これらに加え、ヘリウム（Ｈｅ）、アルゴン（Ａｒ）、クリプト
ン（Ｋｒ）、ネオン（Ｎｅ）から選ばれた一種または複数種の希ガス元素で希釈して微結
晶半導体膜２０３を成膜することができる。これらのときの水素化シリコン又はハロゲン
化シリコンに対して水素の流量比を５倍以上２００倍以下、好ましくは５０倍以上１５０
倍以下、更に好ましくは１００倍とする。
【００６６】
　また、微結晶半導体膜２０３は、価電子制御を目的とした不純物元素を意図的に添加し
ないときに弱いｎ型の電気伝導性を示すので、ＴＦＴのチャネル形成領域として機能する
微結晶半導体膜２０３に対しては、ｐ型を付与する不純物元素を、成膜と同時に、或いは
成膜後に添加することで、しきい値制御をすることが可能となる。ｐ型を付与する不純物
元素としては、代表的には硼素であり、Ｂ２Ｈ６、ＢＦ３等の不純物気体を１ｐｐｍ～１
０００ｐｐｍ、好ましくは１～１００ｐｐｍの割合で水素化シリコン又はハロゲン化シリ
コンに混入させると良い。そしてボロン（Ｂ）の濃度を、例えば１×１０１４～６×１０
１６ａｔｏｍｓ／ｃｍ３とすると良い。
【００６７】
　また、微結晶半導体膜２０３の酸素濃度を、５×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、好
ましくは１×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、窒素及び炭素の濃度を５×１０１８ａｔ
ｏｍｓ／ｃｍ３以下、好ましくは１×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下とすることが好ま
しい。酸素、窒素、及び炭素が微結晶半導体膜２０３に混入する濃度を低減することで、
微結晶半導体膜２０３がｎ型になることを防止することができる。
【００６８】
　また、微結晶半導体膜２０３は、０ｎｍより厚く５０ｎｍ以下、好ましくは０ｎｍより
厚く２０ｎｍ以下で成膜する。微結晶半導体膜２０３は後に形成されるＴＦＴのチャネル
形成領域として機能する。微結晶半導体膜２０３の厚さを上記の範囲内とすることで、後
に形成されるＴＦＴは、完全空乏型となる。また、微結晶半導体膜２０３は微結晶で構成
されているため、非晶質半導体膜と比較して抵抗が低い。このため、微結晶半導体膜２０
３を用いたＴＦＴは、電流電圧特性を示す曲線の立ち上がり部分の傾きが急峻となり、ス
イッチング素子としての応答性が優れ、高速動作が可能となる。また、ＴＦＴのチャネル
形成領域に微結晶半導体膜２０３を用いることで、ＴＦＴの閾値の変動を抑制することが
可能である。このため、電気特性のばらつきの少ない電気光学装置を作製することができ
る。
【００６９】
　また、微結晶半導体膜２０３は非晶質半導体膜と比較して移動度が高い。このため、表
示素子のスイッチングとして、チャネル形成領域が微結晶半導体膜２０３で形成されるＴ
ＦＴを用いることで、チャネル形成領域の面積、即ちＴＦＴの面積を縮小することが可能
である。このため、一画素あたりに示すＴＦＴの面積が小さくなり、画素の開口率を高め
ることが可能である。この結果、解像度の高い電気光学装置を作製することができる。
【００７０】
　第１の非晶質半導体膜２０４は、ＳｉＨ４、Ｓｉ２Ｈ６、ＳｉＨ２Ｃｌ２、ＳｉＨＣｌ

３、ＳｉＣｌ４、ＳｉＦ４等の水素化シリコン気体又はハロゲン化シリコン気体を用いて
、プラズマＣＶＤ法により成膜することができる。また、上記気体に、ヘリウム（Ｈｅ）
、アルゴン（Ａｒ）、クリプトン（Ｋｒ）、ネオン（Ｎｅ）から選ばれた一種または複数
種の希ガス元素で希釈して第１の非晶質半導体膜２０４を成膜することができる。水素化
シリコン又はハロゲン化シリコンの流量は１倍以上５倍未満の流量の水素を用いて、水素
を含む第１の非晶質半導体膜２０４を成膜することができる。また、上記気体と窒素また
はアンモニアとを用いることで、窒素を含む第１の非晶質半導体膜２０４を成膜すること
ができる。また、上記気体と、フッ素または塩素を含む気体（Ｆ２、Ｃｌ２、ＨＦ、ＨＣ
ｌ等）を用いることで、フッ素または塩素を含む第１の非晶質半導体膜２０４を成膜する
ことができる。
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【００７１】
　また、第１の非晶質半導体膜２０４は、ターゲットに非晶質半導体を用いて水素、また
は希ガスでスパッタリングして成膜することができる。このとき、アンモニア、窒素、ま
たはＮ２Ｏを雰囲気中に含ませることにより、窒素を含む第１の非晶質半導体膜２０４を
成膜することができる。また、雰囲気中にフッ素または塩素を含む気体（Ｆ２、Ｃｌ２、
ＨＦ、ＨＣｌ等）を含ませることにより、フッ素または塩素を含む第１の非晶質半導体膜
２０４を成膜することができる。
【００７２】
　また、第１の非晶質半導体膜２０４として、微結晶半導体膜２０３の表面にプラズマＣ
ＶＤ法またはスパッタリング法により第１の非晶質半導体膜２０４を成膜した後、第１の
非晶質半導体膜２０４の表面を水素プラズマ、窒素プラズマ、またはハロゲンプラズマで
処理して、第１の非晶質半導体膜２０４の表面を水素化、窒素化、またはハロゲン化して
もよい。
【００７３】
　この第１の非晶質半導体膜２０４は、結晶粒を含まない非晶質半導体膜で成膜すること
が好ましい。このため、周波数が数十ＭＨｚ～数百ＭＨｚの高周波プラズマＣＶＤ法、ま
たはマイクロ波プラズマＣＶＤ法で成膜する場合は、結晶粒を含まない非晶質半導体膜と
なるように、成膜条件を制御することが好ましい。
【００７４】
　また、第１の非晶質半導体膜２０４は、後の工程において、一部エッチングされるため
、そのときに、第１の非晶質半導体膜２０４の一部が残存する厚さで成膜することが好ま
しい。代表的には、１０ｎｍ以上１００ｎｍ以下の厚さで成膜することが好ましい。
【００７５】
　微結晶半導体膜２０３の表面に、第１の非晶質半導体膜２０４を成膜することで、微結
晶半導体膜２０３に含まれる結晶粒の表面の自然酸化を防止することが可能である。特に
、非晶質半導体と微結晶粒が接する領域では、結晶格子の歪に由来し、亀裂が入りやすい
。この亀裂が酸素に触れると結晶粒は酸化され、酸化シリコンが形成される。しかしなが
ら、微結晶半導体膜２０３の表面に第１の非晶質半導体膜２０４を成膜することで、微結
晶粒の酸化を防ぐことができる。
【００７６】
　また、第１の非晶質半導体膜２０４は、非晶質半導体、または、水素、窒素、若しくは
ハロゲンを含む非晶質半導体で成膜するため、チャネル形成領域として機能する微結晶半
導体膜２０３よりも抵抗が高い。このため、後に形成されるＴＦＴにおいて、一導電型の
不純物元素を含有する第２の非晶質半導体膜２０５と、微結晶半導体膜２０３との間に成
膜される第１の非晶質半導体膜２０４は高抵抗領域として機能する。このため、ＴＦＴの
オフ電流を低減することができる。このようなＴＦＴを電気光学装置のスイッチング素子
として用いた場合、液晶表示装置等のコントラストを向上させることができる。
【００７７】
　一導電型の不純物元素を含有する第２の非晶質半導体膜２０５は、ｎ型のＴＦＴを形成
する場合には、代表的な不純物元素としてリン（Ｐ）を添加すれば良く、水素化シリコン
等にＰＨ３等の不純物気体を加えれば良い。一導電型の不純物元素を含有する第２の非晶
質半導体膜２０５は膜厚２～５０ｎｍ（好ましくは１０～３０ｎｍ）とすれば良い。
【００７８】
　次いで、実施の形態１に従って、第２のフォトマスクを用いて形成される第２のフォト
レジストパターンをマスクとして、微結晶半導体膜２０３、第１の非晶質半導体膜２０４
、及び一導電型の不純物元素を含有する第２の非晶質半導体膜２０５のエッチングを行う
。続けて、実施の形態１と同様の手法によって、新たなフォトマスクを用いず、第２のフ
ォトレジストパターンを加工することによって第３のフォトレジストパターンを形成し、
第３のフォトレジストパターンも含めた基板全面に導電膜を成膜し、第３のフォトレジス
トパターンと第３のフォトレジストパターン上に形成された導電膜を同時に除去すること
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で、エッチング工程を行うことなく画素部のソース電極及びドレイン電極２０６と端子部
に延在するソース配線を形成する。
【００７９】
　以下、実施の形態１に従って、第３のフォトマスク及び第４のフォトマスクを用いて、
合計４枚のフォトマスクによって、チャネル形成領域に微結晶半導体膜２０３を用いた逆
スタガ型のＴＦＴを完成させることができる。なお、図１３において、２０７は絶縁膜、
２０８は透明導電膜を示している。
【００８０】
（実施の形態３）
　本発明の半導体装置及び電子機器として、ビデオカメラ、デジタルカメラ、ゴーグル型
ディスプレイ（ヘッドマウントディスプレイ）、ナビゲーションシステム、音響再生装置
（カーオーディオ、オーディオコンポ等）、ノート型パーソナルコンピュータ、ゲーム機
器、携帯情報端末（モバイルコンピュータ、携帯電話、携帯型ゲーム機又は電子書籍等）
、記録媒体を備えた画像再生装置（具体的にはＤｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄ
ｉｓｃ（ＤＶＤ）等の記録媒体を再生し、その画像を表示しうるディスプレイを備えた装
置）などが挙げられる。それら電子機器の具体例を図１４及び図１５に示す。
【００８１】
　図１４（Ａ）はデジタルカメラであり、本体１０００、表示部１００１、撮像部、操作
キー１００２、シャッターボタン１００３等を含む。なお、図１４（Ａ）は表示部１００
１側からの図であり、撮像部は示していない。本発明により、より安価な表示部を有する
デジタルカメラが実現できる。
【００８２】
　図１４（Ｂ）はノート型パーソナルコンピュータであり、本体１００４、筐体１００５
、表示部１００６、キーボード１００７、外部接続ポート１００８、ポインティングデバ
イス１００９等を含む。本発明により、より安価な表示部を有するノート型パーソナルコ
ンピュータを実現することができる。
【００８３】
　図１４（Ｃ）は記録媒体を備えた携帯型の画像再生装置（具体的にはＤＶＤ再生装置）
であり、本体１０１０、筐体１０１１、第１の表示部１０１２、第２の表示部１０１３、
記録媒体（ＤＶＤ等）読込部１０１４、操作キー１０１５、スピーカ部１０１６等を含む
。第１の表示部１０１２は主として画像情報を表示し、第２の表示部１０１３は主として
文字情報を表示する。なお、記録媒体を備えた画像再生装置には家庭用ゲーム機器なども
含まれる。本発明により、安価な表示部を有する画像再生装置を実現することができる。
【００８４】
　また、図１４（Ｄ）は表示装置であり、筐体１０１７、支持台１０１８、表示部１０１
９、スピーカ１０２０、ビデオ入力端子１０２１などを含む。この表示装置は、上述した
実施の形態で示した作製方法により形成したＴＦＴをその表示部１０１９及び駆動回路に
用いることにより作製される。なお、表示装置には液晶表示装置、発光装置などがあり、
具体的には薄型テレビ、パーソナルコンピュータ、広告表示などの全ての情報表示用表示
装置が含まれる。本発明により、安価な表示部を有する表示装置、特に２２インチ～５０
インチの大画面を有する大型の表示装置を実現することができる。
【００８５】
　また、図１５で示す携帯電話機２０００は、操作スイッチ類２００４、マイクロフォン
２００５などが備えられた本体（Ａ）２００１と、表示パネル（Ａ）２００８、表示パネ
ル（Ｂ）２００９、スピーカ２００６等が備えられた本体（Ｂ）２００２とが、蝶番２０
１０で開閉可能に連結されている。表示パネル（Ａ）２００８と表示パネル（Ｂ）２００
９は、回路基板２００７と共に本体（Ｂ）２００２の筐体２００３の中に収納される。表
示パネル（Ａ）２００８及び表示パネル（Ｂ）２００９の画素部は筐体２００３に形成さ
れた開口窓から視認できるように配置される。
【００８６】
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　表示パネル（Ａ）２００８と表示パネル（Ｂ）２００９は、その携帯電話機２０００の
機能に応じて画素数などの仕様を適宜設定することができる。例えば、表示パネル（Ａ）
２００８を主画面とし、表示パネル（Ｂ）２００９を副画面として組み合わせることがで
きる。
【００８７】
　本発明により、安価な表示部を有する携帯電話機を実現することができる。
【００８８】
　本実施の形態に係る携帯電話機２０００は、その機能や用途に応じてさまざまな態様に
変容し得る。例えば、蝶番２０１０の部位に撮像素子を組み込んで、カメラ付きの携帯電
話機としても良い。また、操作スイッチ類２００４、表示パネル（Ａ）２００８、表示パ
ネル（Ｂ）２００９を一つの筐体内に納めた構成としても、上記した作用効果を奏するこ
とができる。また、表示部を複数個そなえた情報表示端末に本実施の形態の構成を適用し
ても、同様な効果を得ることができる。
【００８９】
　以上の様に、本発明を実施する、即ち実施の形態１及び２のいずれか一の作製方法を用
いて、様々な電子機器を完成させることができる。
【産業上の利用可能性】
【００９０】
　本発明は、アクティブマトリクス型の液晶表示装置に代表される電気光学装置の分野に
おいて、逆スタガ型のＴＦＴを有する画素部及び端子部の作製に関して、透光性基板に透
過部と光強度を低減する機能を有する中間透過部と遮光部が設けられたフォトマスク（多
階調フォトマスク）を採用する。さらには、画素部のソース電極及びドレイン電極と端子
部に延在するソース配線のパターニングにリフトオフ方法を採用する。これにより、従来
必要であったフォトマスクの枚数（最低５枚以上）を削減することができ、さらには画素
部のソース電極及びドレイン電極と端子部に延在するソース配線のパターニングのための
エッチング工程も省略することができるため、電気光学装置の生産性、歩留まりを向上さ
せ、製造コストの低減を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００９１】
【図１】本発明によって作製される半導体装置の上面図。
【図２】本発明によって作製される半導体装置の作製工程を示す断面図。
【図３】本発明によって作製される半導体装置の作製工程を示す断面図。
【図４】本発明によって作製される半導体装置の作製工程を示す断面図。
【図５】本発明によって作製される半導体装置の作製工程を示す断面図。
【図６】本発明によって作製される半導体装置の作製工程を示す断面図。
【図７】本発明によって作製される半導体装置の作製工程を示す断面図。
【図８】本発明によって作製される半導体装置の作製工程を示す断面図。
【図９】本発明によって作製される半導体装置の作製工程を示す断面図。
【図１０】本発明によって作製される半導体装置の作製工程を示す断面図。
【図１１】本発明によって作製される半導体装置の作製工程を示す断面図。
【図１２】本発明によって作製される半導体装置の作製工程を示す断面図。
【図１３】本発明によって作製される半導体装置の作製工程を示す断面図。
【図１４】電子機器の一例を示す図。
【図１５】電子機器の一例を示す図。
【符号の説明】
【００９２】
１００　基板
１０１　導電膜
１０２　レジスト
１０３　基板
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１０４　遮光部
１０５　第１のフォトマスク
１０６　フォトレジストパターン
１０７　ゲート配線
１０８　絶縁膜
１０９　第１の非晶質半導体膜
１１０　第２の非晶質半導体膜
１１１　レジスト
１１２　基板
１１３　中間透過部
１１４　遮光部
１１５　第２のフォトマスク
１１６　フォトレジストパターン
１１７　フォトレジストパターン
１１８　導電膜
１１９　ソース配線
１２０　レジスト
１２１　フォトレジストパターン
１２２　絶縁膜
１２３　レジスト
１２４　基板
１２５　遮光部
１２６　第３のフォトマスク
１２７　フォトレジストパターン
１２８　開口部
１２９　透明導電膜
１３０　レジスト
１３１　基板
１３２　遮光部
１３３　第４のフォトマスク
１３４　フォトレジストパターン
１３５　画素部
１３６　端子部
１３７　配向膜
１３８　対向基板
１３９　対向電極
１４０　配向膜
１４１　液晶
１４２　有機樹脂フィルム
１４３　銅配線
１４４　接着剤
１４５　導電性粒子
１４６　異方性導電性接着剤
１４７　樹脂層
１５７　ゲート電極
１５９　ソース電極及びドレイン電極
２００　基板
２０１　ゲート電極
２０２　絶縁膜
２０３　微結晶半導体膜
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２０４　第１の非晶質半導体膜
２０５　第２の非晶質半導体膜
２０６　ソース電極及びドレイン電極
２０７　絶縁膜
２０８　透明導電膜
１０００　本体
１００１　表示部
１００２　操作キー
１００３　シャッターボタン
１００４　本体
１００５　筐体
１００６　表示部
１００７　キーボード
１００８　外部接続ポート
１００９　ポインティングデバイス
１０１０　本体
１０１１　筐体
１０１２　第１の表示部
１０１３　第２の表示部
１０１４　記録媒体（ＤＶＤ等）読込部
１０１５　操作キー
１０１６　スピーカ部
１０１７　筐体
１０１８　支持台
１０１９　表示部
１０２０　スピーカ
１０２１　ビデオ入力端子
２０００　携帯電話機
２００１　本体（Ａ）
２００２　本体（Ｂ）
２００３　筐体
２００４　操作スイッチ類
２００５　マイクロフォン
２００６　スピーカ
２００７　回路基板
２００８　表示パネル（Ａ）
２００９　表示パネル（Ｂ）
２０１０　蝶番
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】
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Ｆターム(参考) 4M104 AA01  AA03  AA08  AA09  BB02  BB04  BB13  BB14  BB16  BB17 
　　　　 　　        BB18  BB30  BB32  BB33  CC01  CC05  DD34  DD37  DD62  DD68 
　　　　 　　        FF17  FF18  GG09  GG14 
　　　　 　　  5F033 GG04  HH07  HH08  HH09  HH11  HH14  HH17  HH18  HH19  HH20 
　　　　 　　        HH21  HH26  JJ01  JJ38  KK01  KK17  KK18  KK21  KK38  MM05 
　　　　 　　        MM08  MM13  PP15  QQ42  RR03  RR04  RR06  RR08  SS08  SS15 
　　　　 　　        TT02  VV06  VV15  XX13  XX16  XX33  XX34 
　　　　 　　  5F110 AA16  BB01  CC07  DD01  DD02  DD03  EE01  EE02  EE03  EE04 
　　　　 　　        EE06  EE14  EE15  EE44  FF01  FF02  FF03  FF04  FF09  FF30 
　　　　 　　        GG01  GG02  GG14  GG15  GG19  GG24  GG32  GG33  GG34  GG43 
　　　　 　　        GG45  HK03  HK04  HK09  HK21  HK22  HK25  HK33  HK35  NN02 
　　　　 　　        NN22  NN23  NN24  NN34  NN35  NN72  QQ02  QQ09  QQ12  QQ14 
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